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１．目的・背景 

（１）背景 

本市の近年の動向を踏まえ、公共施設等の維持管理・更新費用の増加が見込ま

れることに加え、人口の定住化促進や災害に強い地域づくりを推進するために

も、適切な公共施設等のマネジメントを計画的に推進する必要があります。 

市内には、市が所有する８つの公民館施設があり、将来的に維持管理・更新費

用の増加が見込まれるため、財政との調整により平準化を図るなど長期的な視

点をもって長寿命化や維持修繕が必要となります。 

 本市では、長期的な視点を持って公共施設等の総合的かつ計画的な管理を推

進することを目的として、平成２９年３月に「南陽市公共施設等総合管理計画」

を策定しました。 

 その中で、南陽市が保有する公共施設等について、「施設保有量の適正化」「維

持管理費の適正化」「施設運営の適正化」の３つの基本方針が設定されています。 

 人口動態や市民ニーズの変化などを踏まえ、公共施設等の規模の適正化を推

進し、特に更新時にあたっては、他の施設との機能集約化を図り、統合や廃止を

検討し、集約しない場合は面積の縮小化などを検討するとともに、公共施設等の

長寿命化に取り組み、民間活力の活用や広域的な連携を進めるなど、公共施設等

の効率的な管理運営を進めています。 

 

（２）目的 

「南陽市公民館施設の個別施設計画（以下「本計画」という。）」は、前述の背

景を踏まえ施設を総合的観点で捉え、利用環境の質的改善も考慮した大規模改

修、長寿命化を目指し、計画的に進めることにより、コストの縮減と平準化を図

ることを目的として策定しました。 

 

（３）本計画の位置付け 

本計画は、本市の公共施設等に関する長期的・総合的な管理方針を提示する

「南陽市公共施設等総合管理計画」に基づき、管理方針等を示し具体的な運用を

図る個別施設計画として位置づけものです。また、総合管理計画の下位計画とし

て位置付けられている「南陽市公共施設等総合管理計画アクションプラン」（平

成３０年３月策定）に基づいて実施します。 
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（４）対象施設 

 南陽市が保有する公民館施設を対象とします。 

 

２．施設の実態 

 市内には市が所有している８つの公民館施設がありますが、老朽化が進んだ

施設が多く、特に宮内公民館の老朽化が著しい状況です。 

宮内公民館は、昭和３５年に建築され当初旧宮内町役場として使用後、昭和４

２年の合併により南陽市役所本庁舎となり、昭和５７年の新庁舎への移転に伴

い南陽市文化センター（宮内公民館）として現在に至ります。築６０年を超え建

物本体及び各種設備老朽化が著しく、機能継続が早晩困難な状況となる恐れが

あり、現在は新築工事に向けて取り組んでおります。 

他の施設においても老朽化が進み、計画的な修繕が必要な現状です。 

このようなことから、公共施設の安全な管理運営、地域交流の拠点としての公

民館機能の充実及び文化振興を図るため早急な改築整備が求められています。 

 

【各地区にある公民館施設概要】 

地区名 集会施設名 主たる建物の延床面積 建築年 経過年数 

吉野 
吉野森林交流センター 

（吉野公民館） 

木 造    

５７４．４７㎡ 
平成２３年 １０年 

梨郷 梨郷公民館 
木 造    

４２９．３７㎡ 
平成２２年 １１年 

沖郷 
防災センター 

（沖郷公民館） 

ＲＣ造    

９１５．４２㎡ 
平成２１年 １２年 

漆山 
漆山地区ふれあい交流センター

（漆山公民館） 

木 造 

３７９．３０㎡ 

平成６年 

（大規模改修平成２５年） 
２７年 

中川 
中川地区構造改善センター 

（中川公民館） 

Ｓ造 １８７．００㎡ 

木造 ３１２．００㎡ 
平成 １年 ３２年 

金山 
金山多目的研修集会施設 

（金山公民館） 

Ｓ造 ３７０．００㎡ 

木造 ２９３．００㎡ 
昭和５７年 ３９年 

赤湯 
えくぼプラザ 

（赤湯公民館） 

ＲＣ造  

５，８７５．４１㎡ 

昭和４８年 

（大規模改修平成１２年） 
４８年 

宮内 
文化センター 

（宮内公民館） 

ＲＣ造  

１，７０７．０６㎡ 
昭和３５年 ６１年 

※車庫など延床面積に含んでいない部分もあります。 



3 

３．整備計画の基本的な考え方 

本計画での対策内容や実施時期については、市公共施設等総合管理計画アク

ションプランに基づくものとします。また、更新費用の増加の抑制等財政負担の

縮減・平準化に加え、公共施設等の最適な配置の実現を図り、必要に応じて適宜

見直します。 

 次の図は、施設のライフサイクルにおける経過年数と機能・性能の関係を示し

たイメージ図です。建設から４０年後までは、小規模な改修工事や点検・保守・

修繕を定期的に行うことによって、性能・機能を初期性能あるいは許容できるレ

ベル以上に保つことができます。しかし、建設後４０年程度を経過すると点検・

保守による修繕・小規模改修工事では、性能・機能が許容できるレベルを維持で

きなくなり、大規模改修工事が必要となります。要求性能レベルは通常時間が経

つにつれて上昇するため、要求性能レベルの変化を視野に入れた改修工事が望

まれます。更に施設の寿命を例えば８０年まで延ばすには長寿命化改修工事が

必要となります。 

 

 

 

「南陽市公共施設等総合管理計画」P.23より抜粋 
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（１）基本的な考え方 

修繕・更新等については、老朽化・耐震化等の対策が急務である建築系公共施

設（ハコモノ）を中心として、年度別の取組内容を設定します。また、財政状況

や利用者数の見通しを踏まえ、公共施設の適正な規模を検証し、更新が必要な場

合は、同一類型施設の集約化や複合施設の設置に向けた検討を進めるとともに、

施設活用度の低い施設については、他用途への転用や廃止も含めた検討を進め

ます。 

 

（２）実施する取り組み 

 市公共施設等総合管理計画アクションプランの基本的な考え方に基づき、以

下の分類により実施する取組を整理します。 

Ｎｏ 実施項目 取組内容 判断基準 

１ 
用途廃止 施設解体 既に機能を廃止し、施設解体の決定がされている

もの 

２ 
用途廃止 ○○施設に転用 既存の用途を廃止し、別機能施設への転用が決定

されているもの 

３ 

維持修繕 使用に必要な軽微な修

繕工事を実施 

建築年が比較的新しい施設（20 年以内）を中心

として、現在のところ目立った不具合や損傷等が

ないもの 

４ 

維持修繕 施設の老朽化に応じて

修繕工事を実施 

建築年が中程度の施設（20 年～30 年程度）を中

心として、長寿命化計画が策定されていない（し

ばらく策定しない）もので、長寿命化に値する大

規模な修繕工事の必要がなく、施設機能の転用も

検討されていないもの 

５ 

維持修繕 当面は老朽化に応じて

修繕工事を実施する

が、今後の施設のあり

方については要検討 

建築年が古い施設（30 年以上）を中心として、

今後の活用について政策的な判断が必要なもの

（長寿命化対策ｏｒ用途廃止ｏｒ転用） 

６ 

長寿命化対

策対応 

施設長寿命化計画を策

定（策定期間中は使用

に必要な軽微な修繕工

事を実施） 

今後とも必要な施設であると認識されているもの

で、国庫補助事業の要件等から個別の施設長寿命

化計画の策定を義務付けられているものや、建築

年が古く（30 年以上）、老朽化が懸念されるた

め独自に長寿命化計画を策定するもの 

７ 

長寿命化対

策対応 

長寿命化計画に沿って

修繕工事を実施 

既に個別の施設長寿命化計画（独自も含む）が策定

されており、年度別計画により修繕工事等を実施

するもの 

 「南陽市公共施設等総合管理計画アクションプラン」P.4より抜粋 
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４．目標使用年数の設定（長寿命化） 

建築物は、老朽化による物理的な耐用年数だけではなく、経済的または機能的

な観点から建替えや解体されることがあります。長寿命化とは、物理的な耐用年

数まで建物を使用することです。建築物は多くの部位・設備機器によって構成さ

れ、その耐用年数はそれぞれ異なります。このうち最長である構造躯体の耐用年

数が建築物の目標使用年数となります。 

目標使用年数は「建築物の耐久計画に関する考え方」（日本建築学会）を参考

とし、構造別に次のように設定します。 

また、重量鉄骨造は、南陽市では小規模の建物のため、「普通の品質の場合」

を適用とします。今回の対象施設にはブロック造・れんが造はありません。 

 

 

■建築物全体の望ましい目標耐用年数の級 

構造種別  

 

用途 

鉄筋コンクリート造 

鉄骨鉄筋コンクリート造 

鉄骨造 

ブロック造 

れんが造 
木造 

重量鉄骨 

軽量鉄骨 高品質 

の場合 

普通の品質 

の場合 

高品質 

の場合 

普通の品質 

の場合 

学校・官庁 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ60以上 

住宅・事務所・病院 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 

店舗・旅館・ホテル Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ100以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 Ｙ60以上 Ｙ40以上 

工場 Ｙ40以上 Ｙ25以上 Ｙ40以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上 Ｙ25以上 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

 

■目標耐用年数の級の区分の例 

級 
目標耐用年数 

代表値 範囲 下限値 

Ｙ150 150年 120 ～ 200年 120年 

Ｙ100 100年 80 ～ 120年 80年 

Ｙ60 60年 50 ～ 80年 50年 

Ｙ40 40年 30 ～ 50年 30年 

Ｙ25 25年 20 ～ 30年 20年 

出典：建築物の耐久計画に関する考え方（日本建築学会） 

［鉄筋コンクリート造、鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造、木造の目標使用年数］ 80 年 
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５．修繕・改修周期の設定 

（１）長寿命化のための標準的な修繕・改修周期 

構造躯体の耐用年数は、施工時の状況や竣工後の使用状況、環境によって使用

できる年数が異なります。南陽市の公共施設の機能や利用状況などの特性に応

じて適切な周期で修繕・改修を行い、施設機能の維持向上を図り、建物本来の寿

命である構造躯体の耐用年数まで使うことにします。その際は、屋根・屋上や外

壁といった部分を定期的に修繕する一方で、耐震性能や省エネ性能などの社会

的要求の高まりへ対応するため、中間年で機能向上を図ります。 

下図に 80年まで使用する場合の標準的な修繕・改修周期を示します 

 

 

 

  

  

 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

80年 60年 40年 
20年 

機能回復 

（中規模修繕） 

機能向上 

（大規模修繕） 

機能回復 

（中規模修繕） 

解体 

◆中間年で大規模改修を行い、機能向上を図る。 

竣工 

経年による機能・性能の劣化 

長
寿
命
化
の
パ
タ
ー
ン 

経年劣化による損耗、機能 

低下に対する機能回復工事 

築６０年目 
中規模修繕 

• 防水改修 

• 外壁改修 

• 給排水ポンプ交換 

• 空調機器交換等 

経年劣化による機能回復工

事と、社会的要求に対応す

るための機能向上工事 

築４０年目 
大規模修繕 

• 防水改修（断熱化） 

• 外壁改修（断熱化） 

• 開口部改修 

• 内部改修（用途変更含む） 

• 受変電設備改修 

• 照明設備改修 

• 通信・防災設備改修 

• 給排水衛生設備改修 

• 空調設備改修等 

経年劣化による損耗、機能 

低下に対する機能回復工事 

築２０年目 
中規模修繕 

• 防水改修 

• 外壁改修 

• 給排水ポンプ交換 

• 空調機器交換等 

■長寿命化のための標準的な修繕・改修周期 
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（２）残耐用年数に応じた修繕・改修及び建替え等の時期 

施設別に残存耐用年数評価に応じて行うべきことが異なりますので、残存耐

用年数に応じた修繕・改修及び建替え等の時期を整理します。 

 

区分 対象施設 修繕・改修・建替え等の時期 

残
存
２０
年
未
満 

●長寿命化できない施設 

 

・文化センター（宮内公民館）【RC造】 

残存耐用年数が 20年未満の施設は、その間、

安全性・機能性に著しい不具合がある場合を除

き、修繕・改修を実施しません。 

将来、これらの施設を建替えた場合は、標準

周期に従って修繕・改修を行います。 

なお、躯体の目視調査で状況の悪い施設は、

直近の改修で躯体修繕を行います。 

 
 
 
 
 
 
 
 

残
存
２０
年
以
上
、
４０
年
未

満 

●建替えまでに修繕・改修を行い 

20年以上使用する施設 

 

・えくぼプラザ（赤湯公民館）【RC造】 

 

残存耐用年数が 20 年以上 40 年未満の施設

は、当初 20年間に、中規模修繕を行います。 

 

 

 

 

 

 

 

 

残
存
４０
年
以
上 

●長寿命化が可能で 40 年以上長く使

える施設 

 

・金山多目的研修集会施設 

（金山公民館）【S造、木造】 

・中川地区構造改善センター 

（中川公民館）【S造、木造】 

・漆山地区ふれあい交流センター 

（漆山公民館）【木造】 

・梨郷公民館【木造】 

・防災センター（沖郷公民館）【RC造】 

・吉野森林交流センター（吉野公民館）【木造】 

残存耐用年数が 40 年以上の施設は、必要に

応じて大規模改修を行い、今後長期にわたって

使用を続けます。 

 

 

 

 

 

 

 

築２０年目 

中規模修繕 
建替え等 

 

～令和 20年頃 

現在 

令和 20年頃～ 

 

 

～令和 20年頃 

 

現在 

令和 20年頃～ 

 

築６０年目 

中規模改修 
建替え等 

 
 

現在 
築６０年目 

中規模改修 

 

築４０年目 

大規模修繕 
建替え等 

～令和 20年頃 

 

令和 20年頃～ 
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６．長寿命化の実施計画 

 施設毎の建築年数により段階的に実施計画をします。建築年数４０年未満の

施設については、老朽化に応じて維持修繕工事を実施し、今度の施設の在り方に

ついて検討する対象とします。建築年数４０年以上については、市公共施設等総

合管理計画アクションプランに基づき、維持修繕工事及び大規模改修工事、長寿

命化改修工事等の検討対象とします。 

 

地区名 集会施設名 建築年 ～令和 10 年頃 ～令和 20 年頃 ～令和 30 年頃 

吉野 
吉野森林交流センター 

（吉野公民館） 
平成 23年 維持修繕 維持修繕 

長寿命化 

対策対応 

梨郷 梨郷公民館 平成 22年 維持修繕 
長寿命化 

対策対応 
維持修繕 

沖郷 
防災センター 

（沖郷公民館） 
平成 21年 維持修繕 

長寿命化 

対策対応 
維持修繕 

漆山 
漆山地区ふれあい交流センター

（漆山公民館） 
平成 6年 維持修繕 維持修繕 維持修繕 

中川 
中川地区構造改善センター 

（中川公民館） 
平成元年 維持修繕 維持修繕 維持修繕 

金山 
金山多目的研修集会施設 

（金山公民館） 
昭和 57年 維持修繕 維持修繕 維持修繕 

赤湯 
えくぼプラザ 

（赤湯公民館） 
昭和 48年 維持修繕 維持修繕 建替え等 

宮内 
文化センター 

（宮内公民館） 
昭和 35年 建替え等 維持修繕 維持修繕 

 

７．長寿命化計画の継続的運用方針 

本計画は、公民館施設の改修や建替え等の方針及び概要を計画づけるもので

あり、市公共施設等総合管理計画アクションプランのなかで平準化するなど実

施年度及び個別の事業費を精査するとともに、補助金、交付税、地方債などを積

極的に活用していくこととします。また、市公共施設等総合管理計画アクション

プランに位置付けられた事業を予算要求することとし、当該年度の予算査定に

おいて与えられた財源の中で確定します。 


